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教員の働き方改革
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奈良県の方針のもと、令和８年度から休日の学校部活動を
地域クラブに展開します。

月 火 水 木 金 土 日

学 校 部 活 動

【令和８年３月まで】 【令和８年４月から】

月 火 水 木 金

学 校 部 活 動

土 日

地域クラブ

◆ 学校部活動は原則平日のみとなり、休日は希望者が
地域クラブ活動に参加することになります。
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① 参加対象者は、斑鳩町内に在住する中学生のうち、参加を希望する
生徒です。

② 地域の指導者や教員（希望者）による専門的な指導を受けることが
できます。

③ 活動日は、土曜日、日曜日、祝日のうち、週１日（大会等参加など
やむを得ない場合を除く）とし、１月あたり３回程度とします。

④ 活動時間は、１日あたり３時間以内（大会等参加などやむを得ない
場合を除く）とします。

⑤ 活動場所は、町内の中学校や町所有の施設とします。
⑥ 会費（月単位で設定）及び保険料等が必要となります。

地域クラブ活動について

8

地域クラブで大切にしたいこと

将来にわたり、子どもたちが文化、芸術、スポーツに継続して親しむこ
とができる機会を確保します。

地域展開により多様な活動が可能になります。

平日（学校部活動） 休日（地域クラブ） 備 考

Ａさん 野球 野球 同じ種目で活動する
Ｂさん 野球 剣道 異なる種目で活動する
Ｃさん 卓球 活動しない 平日のみ、学校部活動で活動する
Ｄさん 活動しない 陸上 休日のみ、地域クラブで活動する
Ｅさん 活動しない 活動しない 平日も休日も活動しない

【活動の例】
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地域クラブとして、直営型と自主運営型の２つの形態で実施

直営型クラブの会費の額は、活動
の維持、運営に必要な範囲で、可能
な限り低廉な額とし、斑鳩町文化芸
術スポーツクラブが定めます。

自主運営型クラブの会費の額は、
活動の維持、運営に必要な範囲で、可
能な限り低廉な額とし、それぞれの団
体が定めます。

◆ 直営型クラブの会費は月額1,500円を予定しています。また、会費とは別
に、保険料や用具代などの実費が必要となります。なお、要保護世帯及び
準要保護世帯は、会費を全額免除する予定です。

◆ 自主運営型クラブの会費の額は、それぞれの団体が定めますが、要保護
世帯や準要保護世帯は、直営型クラブの月額会費相当分の補助を行ってい
く予定です。
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直営型クラブにおける指導者の応募状況 令和７年11月20日時点

種目 活動校 部員数
指導者

種目 活動校 部員数
指導者

目標人数 応募人数 目標人数 応募人数

野球
斑中 35 2

3
卓球 斑中 20 2

4
南中 35 2 男子卓球 南中 30 2

陸上競技
斑中 27 2

7 剣道
斑中 8 2

4
南中 50 2 南中 8 2

男子
バスケット

斑中 35 2

8

サッカー 斑中 21 2 1

南中 20 2 女子バレー 斑中 7 2 1

女子
バスケット

斑中 13 2 水泳 斑中 15 2 3

南中 15 2
吹奏楽

斑中 55 2
6

女子
バドミントン

斑中 39 2
4

南中 48 2

南中 35 2 ※ 部員数は、令和７年5月１日時点の人数です。

12

地域クラブにおける生徒の募集について

令和８年４月に新中学校１・２・３年生を対象に、地域クラブの生徒を

募集します。

①両中学校で活動している種目は、それぞれ学校別で地域クラブの生徒

を募集します。
・２校分の指導者が確保できなかった種目は、合同で活動を行います。

・応募人数が極端に少なかった種目は、合同で活動を行います。

②斑鳩中学校だけで活動している種目は、両中学校から地域クラブの生

徒を募集します。
・指導者が確保できなかった種目は、募集を行いません。
・応募人数が極端に少なかった場合、その種目の活動を行いません。
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直営型クラブの大会参加について

令和８年度からの大会参加に際しては、
「①中学校部活動として参加する」

中学校の教員は原則として、土・日・祝日の中学校部活動の指導は
行うことができません。しかしながら、この例外として、大会参加の
指導・引率については、週休日の振替を行うことにより、従事できる
ことになっています。

【奈良県の方針】

「②地域クラブとして参加する」 の二つの方法があります。

14

直営型クラブの大会参加について

地域展開への移行期にあたる現1年生、現２年生に係

る経過措置として、令和８年度の県総体、県新人大会

については、教員の指導・引率のもと学校部活動とし

て参加する方向で検討しています。

令和９年度の県総体の参加については、その時点に
おける状況に応じて方針を決定していきます。

【斑鳩町の方針】
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ご清聴ありがとうございました。
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